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少しの配慮で増える笑顔

　「障がいのある人を差別してはいけない」というのは誰でも分かることで、障が

いのある人に対して偏見をもち、意図的に差別しているような人は、ほとんどいな

いのではないでしょうか。

　しかしながら、現状では障がいのある人や家族が毎日の生活を送るうえで支障と

なる様々なバリアがあります。例えば階段しかない建物があったとすれば、車いすを

利用している人は、自由に上下の階を移動することが困難です。点字や音声による

ガイドのない文字だけの資料しか用意されていない会議に、視覚に障がいのある人

が参加することも困難です。このように、たとえ意図的でなくても、障がいのある人

が地域で安心して生活することや、社会活動に参加することが十分にできていない

状況（※社会的障壁）によって、「結果的に差別」になってはいないでしょうか。

　障がい者差別解消法では、障がいを理由に商品やサービスの提供を拒否したり、

制限したり、条件をつけたりすること（不当な差別的取り扱い）と、障がいのある人

が配慮を求めても、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮を行わないこと（合

理的配慮の不提供）を禁じています。障がいのあるそれぞれの人の状態や状況にお

いて、何が差別となっているのかに気づき、差別を解消するためのどんな配慮が必

要なのかをみんなで考えましょう。

　このハンドブックは「少しの配慮で増える笑顔」を合言葉に、社会的障壁をなくし

ていくため、「合理的配慮」について、お店の窓口、会社や学校などでもつかってい

ただけるよう、事例を中心に分かりやすくまとめています。

●なにより大切なことは、障がいのあるご本人がなにを望んで
いるかを聞くことです。
●一歩を踏み出す勇気をもって、声をかけ、コミュニケーション
していくことが一番大切です。

（※）社会的障壁の例
・通行、利用しにくい施設、設備などの物理的なバリア
・障がいに対する理解が十分でないことから生じる誤解・偏見などの意識上のバリアなど
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　障がいのある人とは、身体障がいや知的障がい、発達障がいを含めた精神障がいの
ある人、難病を原因とする障がいその他の心身の機能の障がいがあり、障がいや社会
的障壁によって、日常生活または社会生活に相当な制限を受ける人をいいます。しか
し、その人たちすべてが、障がい者手帳を持っているわけではありません。
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●暮らしにくいと感じている方は身近にたくさんおられます。

　病気や事故によって障がいのある方、また高齢を理由に暮らしにく
い、生きにくいと感じている方は身近にたくさんおられます。障がいの
ある人は特別な存在ではないのです。

●障がいは多種多様で同じ障がいでも一律ではありません。

　障がいの種類も程度もさまざまであり、同じ障がいでも、その症状は
一律ではありません。また、複数の障がいがある場合もあります。

●外見でわかるものだけでなく、外見ではわからない障がいのため、
　理解されず苦しんでいる方もおられます。

　障がいは多種多様であり、外見だけでは障がいがわからないことも
あるため、周囲に理解されず、苦しんでいる方もおられます。

●周囲の理解や配慮があれば、できることがたくさんあります。

　目が悪くなれば眼鏡をかけるように、不自由さを補う道具や援助が
あればできることはたくさんあります。障がいの種類・程度は人それぞ
れに違いますが、少しの介助があれば、地域の中で日常生活を営み、障
がいのない方と同じ職場で働いている方や、趣味やスポーツなどの社
会活動に参加している方もたくさんおられます。

まず、障がいについて理解してください。



精神障がいの方へは
不安を与えないように、ゆっくりやさ
しい口調で話しかける。

聴覚障がいの方へは
口元や表情が見えるようにして、言葉
のまとまりを区切りながらゆっくり話
したり、筆談や身振りで伝える。

視覚障がいの方へは
書類を渡すだけでなく読み上げて内容
を伝える。

コミュニケーションの心づかいや
配慮ってどんなことに気を付ければいいの？
●書類などを手渡すだけでなく、読み上げるなどの配慮をすること
●通路などの歩行空間に通行を妨げる物を置かないこと。必要に応じて誘導すること
●講演会やイベントに、必要に応じて手話通訳者や要約筆記者などを配置すること

など、いろいろな気配りがあります。

知的障がいの方へは
ふりがなや絵を用いながら、不安を与
えないように、分かりやすい言葉で説
明する。

肢体不自由・
内部障がいの方へは
・同じ高さの目線で話す。
・多機能トイレを障がいのない人が長
時間利用しない。
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お手軽手話コーナー

「大丈夫ですか？」

（手を胸に左右にふる） （右手を差し出す） （朝起きるという意味） （人が出会う様子を表現）

「おはようございます」

▶ ▶

「どうされましたか？」

（人差し指を左右にふる） （右手を差し出す）

「ありがとうございます」

（右手を顔の前で上下させる）

▶ ▶

４



5

気づきや心づかいをイラストでわかりやすく学ぼう！

【視覚障がい】
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こんなとき、どうしたらいいのか考えてみましょう
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事例１ 肢体不自由

●施設の入り口のスロープでの出来事
　車いすを使用している自分がスロープをのぼっていると、後ろか
ら黙って車いすを押して入口まで連れていかれた。

【どうしたらよいのか考えてみよう】
・確かにスロープをのぼるのは大変。この人は親切心からだったの
だろうけれど…
・急なことできっとびっくり。せめて一言声をかけてあげれば…

●施設の入口のスロープでの出来事
車いすの方がスロープを上っていると、突然後ろから黙って
車いすを押して入口まで連れて行かれた。一言声をかけても
らえれば怖い思いをしないのに。

事例２ 難病・肢体不自由

●車いすの子どもの学校の送迎
　難病が進行して車いす生活にならざるを得なかった。両親とも
高校への送迎を毎日することは困難だった。

【どうしたらよいのか考えてみよう】
・両親以外で自分の送迎を依頼できる仕組みや、人のつながりは
ないか？
・車いすでも乗れる路線バスはないのかな…

事例３ 精神障がい

●アパートに苦労して入居したが
　精神障がいがあり、苦労して探しあてたアパート。ところが、隣人
から自分の支援者に対して「障がい者が入居しているのは迷惑。何
かあったらどうするのか」と電話があった。

【どうしたらよいのか考えてみよう】
・電話した人は、この方の障がいの特性のことを十分に把握してい
たか？
・理解のある大家さんなど、間に入って話をしてくれる人はいない
だろうか…
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●ショッピングセンターのレジで
　聴覚障がいがあり発話も難しいため、お店のレジで店員さんに
対してジェスチャーをしたのだが、無視をされて困った。

【どうしたらよいのか考えてみよう】
・店員さんは、この方に聴覚障がいがあることを察知していたの
か？
・手話ができるとよいが、できなければメモ用紙とペンで筆談も可
能なはず…

●発作が起きたときの対応
　てんかん発作で突然のけいれんが起きて倒れこみ、いっときの
間意識もなくなってしまった。あとで聞くと周りの人たちが大あわ
てだったらしい。

【どうしたらよいのか考えてみよう】
・数分の発作であれば安静に、長く続くようであれば病院への連絡
も。
・意識が回復したあとに、「何かできることがあったらおっしゃっ
てください」と優しく伝えるのもひとつ…。

●盲導犬を連れての旅館宿泊を予約
　盲導犬を連れての宿泊予約を旅行代理店を通じて行ったが、代
理店の人が盲導犬をペットと誤認して、宿泊しようとした旅館に
「ペットと一緒で泊まれますか？」と照会。旅館は「ペットは対応し
ていない」と旅行代理店へ回答し、その代理店は、盲導犬は宿泊で
きないと説明した。

【どうしたらよいのか考えてみよう】
・盲導犬が視覚障がいのある人にとっていかに大切なパートナー
であるか、世の中で十分に理解されているのかな？
・宿やタクシーなどで、盲導犬の同伴は法律で拒否できないことは
知られている？

事例５ 視覚障がい

事例４ 聴覚障がい

事例６ てんかん



お問い合わせ・相談先
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北秋田市福祉課 地域障がい福祉係
〒０１８－３３９２
北秋田市花園町19番1号（北秋田市役所内）
電話：０１８６－６２－６６３７
ファックス：０１８６－６２－４２９６
メール：syogai@city.kitaakita.akita.jp

北秋田市障害者生活支援センター「ささえ」
（北秋田市障害者虐待防止センター）
〒０１８－３３１５
北秋田市宮前町9番68号
電話：０１８６－６０－１１５０
ファックス：０１８６－６７－６０３７

生活のうえでのご相談

北秋田障害者就業・生活支援センター
〒０１８－３３１５
北秋田市宮前町9番68号
電話：０１８６－６７－６００３
ファックス：０１８６－６７－６０１７

仕事のうえでのご相談
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　秋田内陸縦貫鉄道（通称：内陸線）の名物キャラクター。

MEMO

ないりっくん



平成30年４月発行
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バタもっち

みんなで
笑顔のまちを
つくろう！
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